
   ○橿原市立図書館利用者用インターネット端末利用要綱 

             （平成１４年８月２６日教育委員会告示第１２号） 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、橿原市立図書館（以下「図書館」という。）の利用者用インターネッ

ト端末（以下「端末」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。 

 （利用申込み及び利用資格） 

第２条 端末を利用しようとする者（以下「申込者」という。）は、備付けの申込用紙に必

要事項を記入し、図書館利用カードを提示した上で、図書館に申し込むものとする。 

２ 端末は、申込者本人が利用するものとする。 

 （端末の利用） 

第３条 申込者は、善良な注意をもって端末を取り扱うものとし、係員の指示に従わなけれ

ばならない。 

２ 図書館は、端末の利用について、申込者が次の各号に該当する場合は、端末の利用を制

限し、又は利用を禁止することができる。 

（１）公共の場においてふさわしくない情報を閲覧する場合 

（２）端末、ネットワーク上の情報及び機器に危害を加えようとし、又は危害を加えた場合 

（３）その他図書館館長が不適当と認めた場合 

 （端末機能等の制約） 

第４条 図書館は、端末で利用できる機能及び端末で申込者が閲覧できる情報について、制

約を設けることができる。 

 （申込受付時間） 

第５条 端末の申込受付時間は、図書館の開館日の午前９時３０分から閉館の１時間前まで

とする。 

 （予約受付） 

第６条 端末が利用中の場合は、予約受付とし、申込者に予約券を発行するものとする。 

２ 端末の予約申込者は、予約券に記載されている日の開始予定時間に予約券を所定の場所

へ持参し、利用の手続を行うものとする。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度教育長の承認を得て、図書館

館長が定めるものとする。 



   附 則 

 この要綱は、告示の日から実施する。 


